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都市再生推進法人の指定の取消し

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、一定の要件を満たしたまちづくり団体を地域のまちづくりを
担う法人として市町村が指定した法人をいいます。
まちづくり団体は、市長から都市再生推進法人の指定を受けることができますが、下記の基準に抵触する場合は都市
再生推進法人の指定を取り消すことがあります。

都市再生特別措置法第121条第３項
大阪市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱第７条第１項
（http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000263881.html）

都市再生特別措置法第121条
第３項　市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第百十八条第一項の規定による指定を取
り消すことができる。

大阪市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
第７条　市長は、法第121条第３項の規定により、推進法人が前条に規定する命令に違反したときは、第３条に規定
する指定を取り消すことができる。
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